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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
四
号

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
第
二
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働
安
全

衛
生
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
指
針
（
平
成
十
一
年
労
働
省
告
示
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う

に
改
正
し
、
告
示
の
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
元
年
七
月
一
日

厚
生
労
働
大
臣

根
本

匠
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
適
用
）

（
適
用
）

第
四
条

労
働
安
全
衛
生
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
従
っ
て
行
う
措
置
は
、

第
四
条

労
働
安
全
衛
生
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
従
っ
て
行
う
措
置
は
、

事
業
場
又
は
法
人
が
同
一
で
あ
る
二
以
上
の
事
業
場
を
一
の
単
位
と
し
て
実

事
業
場
を
一
の
単
位
と
し
て
実
施
す
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
。
た
だ
し
、
建

施
す
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
。
た
だ
し
、
建
設
業
に
属
す
る
事
業
の
仕
事
を

設
業
に
属
す
る
事
業
の
仕
事
を
行
う
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
仕
事
の
請

行
う
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
仕
事
の
請
負
契
約
を
締
結
し
て
い
る
事
業

負
契
約
を
締
結
し
て
い
る
事
業
場
及
び
当
該
事
業
場
に
お
い
て
締
結
し
た
請

場
及
び
当
該
事
業
場
に
お
い
て
締
結
し
た
請
負
契
約
に
係
る
仕
事
を
行
う
事

負
契
約
に
係
る
仕
事
を
行
う
事
業
場
を
併
せ
て
一
の
単
位
と
し
て
実
施
す
る

業
場
を
併
せ
て
一
の
単
位
と
し
て
実
施
す
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
。

こ
と
を
基
本
と
す
る
。

（
体
制
の
整
備
）

（
体
制
の
整
備
）

第
七
条

事
業
者
は
、
労
働
安
全
衛
生
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
従
っ
て
行

第
七
条

事
業
者
は
、
労
働
安
全
衛
生
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
従
っ
て
行

う
措
置
を
適
切
に
実
施
す
る
体
制
を
整
備
す
る
た
め
、
次
の
事
項
を
行
う
も

う
措
置
を
適
切
に
実
施
す
る
体
制
を
整
備
す
る
た
め
、
次
の
事
項
を
行
う
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一

シ
ス
テ
ム
各
級
管
理
者
（
事
業
場
に
お
い
て
そ
の
事
業
の
実
施
を
統
括

一

シ
ス
テ
ム
各
級
管
理
者
（
事
業
場
に
お
い
て
そ
の
事
業
の
実
施
を
統
括

管
理
す
る
者
（
法
人
が
同
一
で
あ
る
二
以
上
の
事
業
場
を
一
の
単
位
と
し

管
理
す
る
者
及
び
生
産
・
製
造
部
門
、
安
全
衛
生
部
門
等
に
お
け
る
部
長

て
労
働
安
全
衛
生
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
従
っ
て
行
う
措
置
を
実
施

、
課
長
、
係
長
、
職
長
等
の
管
理
者
又
は
監
督
者
で
あ
っ
て
、
労
働
安
全

す
る
場
合
に
は
、
当
該
単
位
に
お
い
て
そ
の
事
業
の
実
施
を
統
括
管
理
す

衛
生
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
担
当
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

る
者
を
含
む
。
）
及
び
製
造
、
建
設
、
運
送
、
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
実
施

）
の
役
割
、
責
任
及
び
権
限
を
定
め
る
と
と
も
に
、
労
働
者
及
び
関
係
請

部
門
、
安
全
衛
生
部
門
等
に
お
け
る
部
長
、
課
長
、
係
長
、
職
長
等
の
管

負
人
そ
の
他
の
関
係
者
に
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

理
者
又
は
監
督
者
で
あ
っ
て
、
労
働
安
全
衛
生
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

を
担
当
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
役
割
、
責
任
及
び
権
限
を

定
め
る
と
と
も
に
、
労
働
者
及
び
関
係
請
負
人
そ
の
他
の
関
係
者
に
周
知

さ
せ
る
こ
と
。

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

（
明
文
化
）

（
明
文
化
）

第
八
条

事
業
者
は
、
次
の
事
項
を
文
書
に
よ
り
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条

事
業
者
は
、
次
の
事
項
を
文
書
に
よ
り
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）
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二

労
働
安
全
衛
生
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
従
っ
て
行
う
措
置
の
実
施

（
新
設
）

の
単
位

三
～
六

（
略
）

二
～
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
調
査
及
び
実
施
事
項
の
決
定
）

（
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
調
査
及
び
実
施
事
項
の
決
定
）

第
十
条

事
業
者
は
、
法
第
二
十
八
条
の
二
第
二
項
に
基
づ
く
指
針
及
び
法
第

第
十
条

事
業
者
は
、
法
第
二
十
八
条
の
二
第
二
項
に
基
づ
く
指
針
に
従
っ
て

五
十
七
条
の
三
第
三
項
に
基
づ
く
指
針
に
従
っ
て
危
険
性
又
は
有
害
性
等
を

危
険
性
又
は
有
害
性
等
を
調
査
す
る
手
順
を
定
め
る
と
と
も
に
、
こ
の
手
順

調
査
す
る
手
順
を
定
め
る
と
と
も
に
、
こ
の
手
順
に
基
づ
き
、
危
険
性
又
は

に
基
づ
き
、
危
険
性
又
は
有
害
性
等
を
調
査
す
る
も
の
と
す
る
。

有
害
性
等
を
調
査
す
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
安
全
衛
生
計
画
の
作
成
）

（
安
全
衛
生
計
画
の
作
成
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

２

安
全
衛
生
計
画
は
、
安
全
衛
生
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
具
体
的
な
実
施

２

安
全
衛
生
計
画
は
、
安
全
衛
生
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
具
体
的
な
実
施

事
項
、
日
程
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
次
の
事
項
を
含
む
も
の
と

事
項
、
日
程
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
次
の
事
項
を
含
む
も
の
と

す
る
。

す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
の
活
動
の
実
施
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

四

安
全
衛
生
教
育
及
び
健
康
教
育
の
内
容
及
び
実
施
時
期
に
関
す
る
事
項

三

安
全
衛
生
教
育
の
内
容
及
び
実
施
時
期
に
関
す
る
事
項

五
～
七

（
略
）

四
～
六

（
略
）


